
須賀川市公式LINE
災害・感染症情報も配信中！

友だち追加ページ

市役所でパスポートの申請・交付ができます 市民課パスポート窓口で、 パスポートの申請・交付手続きを受け付けています。　☞市民課☎（88）9134

人口・世帯数
現住人口　3.12.1現在
⃝人　口　74,179人
　　　男　36,401人
　　　女　37,778人
⃝世帯数　27,315世帯
　
※上記人口・世帯数は、令和2年度国勢
調査確定値であり、新たな基準値とな
ります。

生活ダイヤル
⃝防災行政無線音声ガイドサービス	 ☎（63）8330
⃝休日夜間急病診療所	 ☎（76）2980
⃝福島県子ども救急電話相談
　短縮ダイヤル	 ♯8000　	　
　固定電話など	 ☎024（521）3790
⃝救急病院
　公立岩瀬病院	 ☎（75）3111
　須賀川病院	 ☎（75）2211
　池田記念病院	 ☎（75）2165
⃝須賀川消防本部	 ☎（76）3111
⃝消防情報センター	 ☎（76）8181
⃝児童虐待防止相談室	 ☎（88）8115

今月の納期　納期限2月28日（月）
⃝固定資産税	 4期分
⃝国民健康保険税（普通徴収）	 8期分
⃝介護保険料（普通徴収）	 8期分
⃝後期高齢者医療保険料（普通徴収）	 7期分

今月の休日納税相談窓口開設
⃝日時　2月27日（日）
　　　　午前9時〜午後4時
⃝場所　収納課

市民提案制度
「市政情報」の「ご意見・提
案」ページから送信 市民提案制度

第5次須賀川市地域情報化計画
（素案）のパブリックコメントを募集
募集期間　2月14日（月）〜25日（金）
閲覧場所　市役所1階「みんなのス
クエア」、長沼・岩瀬各市民サービ
スセンター、各公民館、tette
※市ホームぺージでも閲覧可
提出方法　閲覧場所に設置または市
ホームページに掲載の様式に、必要
事項を記入の上、閲覧場所にお持ち
いただくか、郵送、FAX、メールの
いずれかで行政管理課に提出してく
ださい。
宛先　〒962-8601（住所記載不要）
行政管理課
問行政管理課☎（88）9114　 F（73）
4160　 joho@city.sukagawa.lg.jp

「カタログポケット（無料アプリ）」  
 で広報紙を読む・聞く・訳す
アプリ内で「須賀川市」を検索。外国語での
広報紙音声読み上げ機能などもあります。

カタログポケット紹介

くらしの情報 くらしの情報時日時　場会場　対対象　定定員（抽選などの記載がないものは先着順）　内内容　申申込方法または申込先　　　　　　締締め切り　¥料金（表示のないものは無料）　他その他　問問い合わせ　 Fファクス　 メール

市民講座の開催

時3月5日（土）　午前10時
場tette1階「でんぜんホール」
テーマ　「障がい、療育とは何か」
対お子さんの成長に不安やとまどい
がある人、障がいに関心がある人
申「氏名・住所・電話番号」を電話、
FAX、メールのいずれかで社会福祉
課に3月1日（火）までにお知らせく
ださい。　定50人
問社会福祉課☎（88）8112
Ｆ（88）8119

shafuku@city.sukagawa.lg.jp

須賀川地区就職ガイダンス

時3月18日（金）　
▶第1部　午前10時〜正午　
▶第2部　午後2時〜4時
※申込不要
場ベル・クイーンズ須賀川（岩作40-1）
対令和5年3月卒業見込みの大学院・
大学・短期大学・高等専門学校・専
修学校の学生と3年以内の既卒者
内企業ブースでの会社説明、ハロー
ワークなどによる職業相談など
参加企業　須賀川市、岩瀬・石川郡
に就業拠点がある企業30社（予定）
※参加企業は、2月中旬に市や関係
機関のホームページなどで公開
他市内の事業所へ就職活動を行った
市外居住者に交通・宿泊費を補助す
る「ふるさとすかがわ回帰支援事業」
の制度があります。
問商工課☎（88）9143
須賀川商工会議所☎（76）2124
ハローワーク須賀川☎（76）8609

　年間1人500円
の掛け金で、国内
の交通事故による
傷害の程度に応じ
て、見舞金を給付します。
　万が一の交通事故に備え、ご家族
皆さんで加入しましょう。
対市内に住民登録をしている人
共済期間　4月1日〜令和5年3月31
日（途中加入も可）
申申込用紙（市民安全課に設置また
は地区の嘱託員などが配布）に必要
事項を記入の上、会費を添えてお申
し込みください。
問市民安全課☎（88）9128

市民交通災害共済に加入を

投票立会人と
選挙広報アナウンサー募集

対市内在住の18歳から29歳までの
選挙権がある人
内▶投票立会人　期日前投票所で適
正な投票の立ち会いなどを行います
（報酬1日9,600円）。
▶選挙広報アナウンサー　市長選挙
と市議会議員選挙のときに、選挙広
報用アナウンスの録音を行います
（報酬はありません）。
申「郵便番号・住所・氏名・生年月日・
電話番号」を電話、FAX、メールの
いずれかで選挙管理委員会事務局に
お知らせください。
問選挙管理委員会事務局
☎（88）9163　 F（72）1271

senkyo@city.sukagawa.lg.jp

粗大ごみの出し方

　家庭から出る粗大ごみ（1番長い
辺で60㎝以上のもの）の出し方は次
のとおりです。
須賀川地域　戸別収集を行います
（事前に環境課へ電話予約が必要）。
※一度に出せるのは1世帯3個まで
▶受付時間　午前8時30分〜午後5時
長沼・岩瀬地域　紙に行政区・氏名
を書いて粗大ごみに貼り、決められ
た日時（ごみ収集カレンダーで確認）
にごみステーションに出してくださ
い。
※月1回、戸別収集も行っています
（事前に環境課へ電話予約が必要）。
出せないごみ
▶家電4品目（テレビ、洗濯機・衣類
乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン）
家電小売店に処分を依頼するか、郵
便局で家電リサイクル券を購入後、
指定引き取り所の釜屋リサイクルセ
ンター（鏡石町成田東9）☎0248（92）
3877に自分で搬入
▶事業系（事務所、商店、工場、農業
など）の一般廃棄物　須賀川地方衛
生センター☎（73）4515に自分で搬
入（有料）するか、処理業者に依頼
▶その他（消火器、ガスボンベ、バ
イク、自動車部品など）　販売店か
処理業者に依頼
問環境課☎（88）9129

廃車と名義変更の手続き

　使用しない原動機付自転車（バイ
ク）や軽自動車などは、廃車の手続
きをしないと、軽自動車税が毎年課
税されます。
　使用しないときは、4月1日まで
に手続きをしてください。
※4月2日以降に廃車や譲渡の手続
きをしても、1年分の軽自動車税が
課税されます。
手続き場所
▶125cc以下の原動機付自転車と
農耕用などの小型特殊自動車　税務
課、長沼・岩瀬・桙衝各市民サービ
スセンター
▶125ccを超えるバイク　東北運輸
局福島運輸支局（福島市吉倉字吉田
54）☎050（5540）2015
▶軽自動車　軽自動車検査協会福島
事務所（福島市吉倉字谷地18-1）
☎050（3816）1837
※郡山自家用自動車協会（郡山市香
久池2-16-6）☎024（922）1567では、
有料で手続きの代行をしています。
注意事項　⃝廃車の手続きなどを依
頼したときは、後日トラブルが起き
ないよう内容を再確認する。　
⃝車両をリサイクルまたは処分する
ときは、必ずナンバーを返却して廃
車の手続きをする。
問税務課☎（88）9124

　毎年2月と8月は、北方領土返還
運動全国強調月間です。
　国民一人ひとり、特に若い世代の
関心と理解を深めるため、強調月間
に合わせた国民運動へのご理解とご
協力をお願いします。
問市民安全課☎（88）9128

みんなで考えよう
2月7日は「北方領土の日」

◦県最低賃金一覧表
最低賃金の区分 最低賃金額

（1時間）
効力発生
年月日

地域別最低賃金 828円 R3.10.1

特
定（
産
業
別
）最
低
賃
金

自動車小売業
※二輪自動車小売業（原動機付自転車を含む）を除く 894円 R3.12.24

輸送用機械器具製造業 890円

R4.1.13

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学
機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業 889円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機
械器具製造業
※医療用計測器製造業（心電計製造業を除く）を除く

856円

非鉄金属製造業 886円

福島県の最低賃金が変わりました
　最低賃金は、常用・臨時・パートタイマー・アルバイトなどの名称にかか
わらず、全ての労働者に適用され、使用者はその金額以上を支払わなければ
なりません。県内の最低賃金は次の表のとおりです。

問福島労働局賃金室☎024（536）4604、須賀川労働基準監督署☎（75）3519

政治活動に使用する事務所の
看板などに貼る証票の交付
　現在交付してある証票は、3月末が
有効期限となるため更新が必要です。
交付申請は随時受け付けています。
対市議会議員・市長選挙の候補者ま
たは候補者になろうとする人や、そ
の後援団体
交付数　候補予定者、後援団体それ
ぞれ6枚以内
申・問選挙管理委員会事務局
☎（88）9163　Ｆ（72）1271

senkyo@city.sukagawa.lg.jp

住民税非課税世帯等への臨時特別
給付金と灯油購入費等助成金

対①基準日（令和3年12月10日）にお
いて、世帯全員の令和3年度分の住民
税均等割が非課税の世帯　※住民税
非課税世帯であっても、住民税が課
税されているほかの親族などに世帯
全員が扶養されているときは対象外
②新型コロナウイルス感染症の影響
を受けて収入が減少し、世帯全員が
住民税非課税相当となった世帯（家
計急変世帯）
支給内容　⃝臨時特別給付金　1世
帯当たり10万円　⃝灯油購入費等
助成金　1世帯当たり5,000円
申▶①の世帯　対象世帯には、1月
に確認書を郵送しています。内容を
確認し、必要事項を記入の上、同封
の返信用封筒で返信してください。
▶②の世帯　申請が必要です。世帯
全員の令和3年1月以降の収入が確認
できる書類（源泉徴収票、確定申告
書や給与明細書などの写し）、申請
者の本人確認書類、通帳の写しを持
参し、9月30日（金）までに申請して
ください。申請場所は、3月末まで
は市役所3階「光の会議室」、4月から
9月末までは社会福祉課（1階）です。
※灯油購入費等助成金は、臨時特別
給付金を4月末までに申請した人を
対象に、臨時特別給付金と合わせて
支給します。
他給付金の支給時期は、市が確認書
または申請書を受理した日から1カ
月程度が目安です。
問コールセンター（社会福祉課内）
☎（75）3001

お詫びと訂正
　広報すかがわ1月号12ページの
「サークルとわたし」内で、誤りが
ありました。正しくは次のとおり
です。お詫びして訂正いたします。
【正】女声合唱団すかがわ
【誤】女性合唱団すかがわ
☞秘書広報課☎（88）9112

9 8令和4年2月1日令和4年2月1日


